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【資料】 
 

船舶の避難場所に関する研究 
―改正 IMOガイドラインの検討(1)― 

 
Study on Issues relating to Places of Refuge for Ships: 

Consideration on Amended IMO Guidelines (1) 
 

山地 哲也 
Tetsuya YAMAJI 

 
11 ははじじめめにに  

2018 年 8 月 3 日、欧州連合(EU：European Union)加盟国及び海事
関係団体(EU加盟国等)は、国際海事機関(IMO：International Maritime 
Organization)の第 100 回海上安全委員会 (MSC: Maritime Safety 
Committee)(2018 年 12 月 3 日～7 日開催)に対し、第 23 回 IMO 総会
(2003年 11 月 25 日～ 12 月 5 日開催)において採択された IMO総会
決議 A.949(23)「要支援船舶に対する避難場所に関するガイドライン」
(Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance)(IMO
ガイドライン)1)の最新化、修正を求める提案(MSC100－EU 提案)を提出
した2)。これは、これまでの EUの避難場所に関係する法令(船舶通航監視
及び情報システムに関する指令(船舶通航監視指令))の採択(2002 年 6 月
27日)3)及び改正(2009年 4月 29日)4)並びに「EUの避難場所に関する運
用ガイドライン」(EUガイドライン)の策定(2015年 11月 13日)5)等の経

験を踏まえ、IMOガイドラインについてその規定内容の最新化、修正を
求めるものである。IMO では EU 加盟国等の提案を踏まえ MSC、航行
安全・無線通信・捜索救助に関する小委員会(NCSR：Sub-Committee on 
Navigation, Communication and Search and Rescue)等において審議を
行い、第 33回 IMO総会(2023年 11月 27日～12月 6日開催)において
IMO総会決議 A.1184(33)として新たな IMOガイドライン(改正 IMOガ
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イドライン)を採択した(これらの動きについては、図－1：避難場所に関
係するイベントチャートを参照)。 

 
年月 事故 IMO EU UK

1996.  2 SEA EMPRESS号

1998.11 ドナルドソン卿報告書

1999.  1 SOSREP任命

1999.12 ERIKA号

2000.  6 船舶通航監視指令提案

2000.12 CASTOR号

2001.  5 避難場所審議開始 (MSC74)

2002.  6 船舶通航監視指令採択

2002.11 PRESTIGE号 　

2003.12 IMOガイドライン採択 (A23)
　

2005.11 船舶通航監視指令改正提案

2007.  1 MSC NAPOLI号 避難場所収容

2009.  4 改正船舶通航監視指令採択

2012.  7 MSC FLAMINIA号
　

2015.11 EUガイドライン策定

2018.12 IMOガイドライン改正提案

2023.12 改正IMOガイドライン採択 (A33)  
図－1：避難場所に関係するイベントチャート(筆者作成)6) 

A：IMO Assembly 
EU：European Union 
IMO：International Maritime Organization 
MSC：IMO Maritime Safety Committee 
SOSREP：Secretary of State's Representative for Maritime Salvage and Intervention 
UK：United Kingdom 

 
筆者は、IMOガイドライン改正提案について、これまで以下の研究を

行ってきた。 
山地(2019)7)：MSC100(2018年 12月 3日～7日開催)に対する EU

加盟国等による MSC100－EU 提案の基本的方向性を
以下のとおり整理した。 

(1)  EU提案の趣旨・目的 
(2)  避難場所に関する調整及び協力 
(3)  国の 1つの権限ある当局の指定 
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(4)  関係者の明確化 
(5)  対応プロセス・コミュニケーション及び報告手続 
(6)  避難場所の提供を拒否し他国に引継ぐ場合のガイ
ダンス 

(7)  メディア及び情報対応 
(8)  教訓の共有 

山地(2020)8)：NCSR7(2020年 1月 15日～24日開催)に対する EU
加盟国等による IMOガイドライン改正提案(NCSR7－
EU提案)9)と山地(2019)による IMOガイドライン改正
提案の基本的方向性並びに IMOガイドライン及びEU
ガイドライン／船舶通航監視指令を比較し整理を行っ

た。 
山地(2022)10)：NCSR9(2022 年 6 月 21 日～30 日開催)において策

定した改正 IMO ガイドライン案(NCSR9－策定案)11)

のうち特に避難場所への収容に係る国際／地域協力に

焦点を当て EU ガイドラインとの関係について整理を
行った。 

山地(2019)及び山地(2020)は、それぞれ MSC100－EU 提案及び

NCSR7－EU 提案を踏まえ、大枠として IMO ガイドライン改正の方向
性について検討、整理を実施した。EU加盟国等は IMOガイドラインの
改正提案の中でも要支援船舶の避難場所への収容に係る国際／地域協力

を主要項目として位置付けていることから、山地(2022)では NCSR9にお
いて策定した NCSR9－策定案のうち特に避難場所への収容に係る国際
／地域協力に焦点を当て検討、整理を実施した。 
本研究においては、以下の 2において改正 IMOガイドラインの各規

定と山地(2019)による IMOガイドライン改正提案の基本的方向性並びに
IMOガイドライン及び EUガイドライン／船舶通航監視指令の関係性に
ついて表形式で整理を行う。これにより改正 IMOガイドラインは、IMO
ガイドラインの規定を踏襲しつつも、EUの避難場所に係る事故対応、検
討の経験等を踏まえ、船舶通航監視指令及び EU ガイドラインの規定又
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はその趣旨をモデルとして構成することを示す。これらは、今後の改正

IMOガイドラインに係る研究の基礎的データとなるものと考える。 
 

22  改改正正 IIMMOO ガガイイドドラライインンとと IIMMOO ガガイイドドラライインン、、EEUU ガガイイドドラライインン等等ととのの

関関係係整整理理  

改正 IMO ガイドラインの構成は表－1 のとおりである(表－1 は本研
究の目次的位置づけとする)。紙幅の関係から本号では改正 IMO ガイド
ラインの SECTION 1～SECTION 2の 2.1 The masterまでを表－2(1)
において整理し、SECTION 2の 2.2 The salvor以降は次号以降におい
て整理を行う。表－2(1)の左欄には改正 IMOガイドラインの各規定の英
語原文及び筆者試訳を記す。表－2(1)の右から 2番目及び右の欄はそれぞ
れ、改正 IMOガイドラインのモデルとなる IMOガイドラインの規定、
EU ガイドライン／船舶通航監視指令の規定の英語原文及び筆者試訳を
記す。表－2(1)の左から 2 番目の欄は、改正 IMO ガイドラインと山地
(2019)による IMOガイドライン改正提案の基本的方向性の関係並びに改
正 IMOガイドラインと IMOガイドライン及び EUガイドライン／船舶
通航監視指令の関連規定の比較結果を記す12)。 
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表－1：改正 IMOガイドラインの構成 
(改正 IMOガイドラインをもとに筆者作成) 

GUIDELINES ON PLACES OF REFUGE FOR SHIPS IN NEED OF ASSISTANCE 
SECTION 1 – GENERAL  

1.1 Introduction  
1.2 Background  
1.3 Objective  
1.4 Purpose of the Guidelines  
1.5 Definitions  
Appendix to section 1 – Applicable international conventions  

本号 

 

SECTION 2 – ACTION REQUIRED OF MASTERS AND/OR SALVORS 
AND OTHERS INVOLVED WITH SHIPS IN NEED OF ASSISTANCE 
SEEKING A PLACE OF REFUGE  

2.1 The master  
2.2 The salvor 
2.3 Requesting a place of refuge – process  
2.4 Response actions  
2.5 Other parties involved  

• Flag State  
• Classification society  
• Emergency response service  
• Insurers  
• Port, harbours and terminals  
• The company/operator  

Appendix to section 2 – Form A (Formal place of refuge request form)  

次号以降 (予
定) 

SECTION 3 – ACTIONS EXPECTED OF COASTAL STATES  
3.1 Competent authority  
3.2 Plans for accommodating ship(s) in need of assistance seeking a place 

of refuge  
3.3 Assessment of places of refuge  
3.4 Event-specific assessment  
3.5 Decision-making process for granting a place of refuge  
Appendix 1 to section 3 – Places of refuge plans  
Appendix 2 to section 3 – Risk analysis factors 

SECTION 4 – INTERNATIONAL/REGIONAL COOPERATION AND  
COORDINATION FOR PLACES OF REFUGE  

Appendix to section 4 – International/regional cooperation and 
coordination for places of refuge  
SECTION 5 – MEDIA AND INFORMATION MANAGEMENT  

5.1 Media and information management  
5.2 Key principles  
5.3 Key interest groups  
5.4 Key actions for persons managing the incident  

SECTION 6 – LESSONS LEARNED  
6.1 National and regional debriefs 
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避
難
場
所
を
要
請
す
る
事
態
に
発
展
す
る
状
況
は

し
ば
し
ば
、
た
だ

1
つ
の
国
が
関
係
し
、
そ
の
管
轄
域

に
適
用
さ
れ
る
法
令
に
基
づ
き
、
そ
の
国
に
よ
っ
て
管

理
さ
れ
る
。
複
数
の
近
隣
国
若
し
く
は
事
故
に
近
接
す

る
国
又
は
旗
国
が
関
係
す
る
事
態
に
発
展
す
る
可
能

性
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
関

係
す
る
状
況
に
従
い
、
一
国
以
上
が
関
係
す
る
可
能
性

の
あ
る
状
況
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定

す
る
。
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提
案
の
方
向
性
中
、

(2
)避
難
場

所
に
関
す
る
調
整
及
び
協
力
を
具
体
化
す
る
。
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び
第

3
章
避
難

場
所
調
整
の
冒
頭
規
定
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
関
係
国
と
し
て
「
旗
国
」
を
追
加
す
る
。
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 Co
nt

ex
t 

多
く
の
場
合
に
お
い
て
避
難
場
所
の
要
請
に
発
展

す
る
状
況
は
、

1
つ
の
加
盟
国
の
み
が
関
与
し
、
同
国

に
よ
り
そ
の
管
轄
下
に
お
い
て
対
応
が
行
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
国
の
下
に
あ
る
状
況
が

近
隣
の
加
盟
国
や
事
故
発
生
位
置
の
周
辺
の
加
盟
国

が
関
与
す
る
状
況
に
変
化
す
る
事
案
も
想
定
さ
れ
る
。
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EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
国
の
計
画
を
補
完
し
、
一
国

以
上
の
国
が
関
与
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
又
は
、
事
故

が
加
盟
国
の
管
轄
水
域
外
で
発
生
し
た
場
合
に
適
用

す
る
。
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航
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指
令
に
基
づ
き
、
事
案
が
避
難
場
所

に
係
る
状
況
に
変
化
す
る
前
に
、
加
盟
国
に
は
あ
ら
ゆ

る
可
能
性
の
あ
る
状
況
を
監
視
す
る
義
務
が
あ
り
、
ま

た
、
船
長
に
は
こ
の
よ
う
な
事
故
を
報
告
す
る
義
務
が

あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
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 第

3
章
避
難
場
所
調
整
の
冒
頭
規
定

 
多
く
の
場
合
に
お
い
て
避
難
場
所
の
要
請
に
発
展

す
る
状
況
は
、

1
つ
の
加
盟
国
の
み
が
関
与
し
、
同
国

に
よ
り
そ
の
管
轄
下
に
お
い
て
対
応
が
行
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
隣
の
加
盟
国
や
事
故
発

生
位
置
の
周
辺
の
加
盟
国
が
関
与
す
る
状
況
に
進
展

す
る
事
案
も
想
定
さ
れ
る
。

EU
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

国
の
計
画
を
補
完
し
、
一
国
以
上
の
国
が
関
与
す
る
可

能
性
が
あ
り
、
又
は
、
事
故
が
加
盟
国
の
管
轄
水
域
外

で
発
生
し
た
場
合
に
適
用
す
る
。
関
与
す
る
各
国
が
避

難
場
所
の
提
供
能
力
の
調
査
を
開
始
し
、
状
況
解
決
を

目
的
と
し
て
、
調
整
の
役
割
を
担
当
す
る
最
適
の
者
を

決
定
す
る
た
め
に
関
係
す
る
権
限
あ
る
当
局
間
の
直

接
的
コ
ン
タ
ク
ト
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

 
1.

2.
2 

 W
he

n 
a 

sh
ip

 h
as

 su
ffe

re
d 

an
 in

ci
de

nt
, 

th
e 

be
st

 w
ay

 o
f p

re
ve

nt
in

g 
th

e 
ri

sk
 o

f f
ur

th
er

 
da

m
ag

e 
or

 p
ol

lu
tio

n 
fr

om
 i

ts
 p

ro
gr

es
si

ve
 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
3
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
1.

3 
W

he
n 

a 
sh

ip
 h

as
 s

uf
fe

re
d 

an
 i

nc
id

en
t, 

th
e 

be
st

 
w

ay
 

of
 

pr
ev

en
tin

g 
da

m
ag

e 
or

 
po

llu
tio

n 
fr

om
 i

ts
 p

ro
gr

es
si

ve
 d

et
er

io
ra

tio
n 

 

－ 66 －－ 66 －

　　船舶の避難場所に関する研究
66－  －改正IMOガイドラインの検討（１）－



de
te

ri
or

at
io

n 
w

ou
ld

 
be

 
to

 
st

ab
ili

ze
 

th
e 

si
tu

at
io

n,
 

al
lo

w
in

g 
fo

r 
pr

ev
en

tiv
e 

ac
tio

ns
 

su
ch

 a
s l

ig
ht

en
in

g 
its

 ca
rg

o 
an

d 
bu

nk
er

s,
 a

nd
 

to
 r

ep
ai

r 
da

m
ag

e.
 S

uc
h 

op
er

at
io

ns
 a

re
 b

es
t 

ca
rr

ie
d 

ou
t 

in
 a

 p
la

ce
 o

f 
re

fu
ge

 d
ue

 t
o 

th
e 

ad
de

d 
pr

ot
ec

tio
ns

 
th

is
 

of
fe

rs
 

an
d 

th
e 

av
ai

la
bi

lit
y 

of
 re

so
ur

ce
s.

 
 
船
舶
が
事
故
に
遭
遇
し
た
際
、
進
行
す
る
状
況
か
ら

更
な
る
損
害
又
は
汚
染
の
リ
ス
ク
を
防
止
す
る
最
善

の
方
策
は
、
そ
の
積
荷
及
び
燃
料
油
を
軽
減
す
る
よ
う

な
予
防
的
措
置
を
実
施
し
状
況
を
安
定
さ
せ
、
損
傷
を

補
修
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
オ
ペ
レ
ー
シ

ョ
ン
は
、
一
層
の
保
護
機
能
を
有
し
、
資
源
の
利
用
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
避
難
場
所
に
お
い
て
実
施
す

る
の
が
最
適
で
あ
る
。
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船
舶
が
事
故
に
遭
遇
し
た
際
、
進
行
す
る
状
況
か
ら

損
害
又
は
汚
染
を
防
止
す
る
最
善
の
方
策
は
、
そ
の
積

荷
及
び
燃
料
油
を
軽
減
し
、
損
傷
を
補
修
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
避
難
場

所
に
お
い
て
実
施
す
る
の
が
最
適
で
あ
る
。
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 損
害
又
は
汚
染
を
防
止
又
は
軽
減
す
る
た
め
に
、
貨

物
の
移
送
そ
の
他
の
措
置
を
実
施
す
る
必
要
性
の
あ

る
状
況
が
発
生
す
る
。
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損
害
又
は
汚
染
を
防
止
又
は
軽
減
す
る
た
め
に
、
貨

物
の
移
送
そ
の
他
の
措
置
を
実
施
す
る
必
要
性
の
あ

る
状
況
が
発
生
す
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
通
常
、
船
舶

を
避
難
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
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あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
損
傷
を
受
け
た
船
舶
を
外

洋
の
荒
天
下
に
長
時
間
留
め
る
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
の

条
件
を
悪
化
さ
せ
る
リ
ス
ク
が
増
大
し
、
海
象
、
気
象
、

環
境
条
件
が
変
化
し
、
潜
在
的
危
険
性
が
増
加
す
る
こ

と
に
な
る
。
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あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
損
傷
を
受
け
た
船
舶
を
外

洋
の
荒
天
下
に
長
時
間
留
め
る
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
の

条
件
を
悪
化
さ
せ
る
リ
ス
ク
が
増
大
し
、
海
象
、
気
象
、

環
境
条
件
が
変
化
し
、
潜
在
的
危
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性
が
増
加
す
る
こ

と
に
な
る
。
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岸
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損
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を
環
境
被
害
に
対
す
る
潜
在
的
危
険
性
を
有
す
る
が

故
に
、
そ
の
責
任
領
域
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

消
極
的
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
外
洋
の
条
件
下
で
海
上

事
故
に
十
分
か
つ
効
果
的
に
対
応
す
る
可
能
性
は
ほ

と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。

 

沿
岸
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国
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損
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潜
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、
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責
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領
域
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受
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入
れ
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こ
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消
極
的
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
外
洋
の
条
件
下
で
海
上

事
故
に
十
分
か
つ
効
果
的
に
対
応
す
る
可
能
性
は
ほ

と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
。
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要
支
援
船
舶
を
避
難
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
は
ま

た
、
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
沿
岸
線
の
範
囲
を
極
小
化

す
る
意
味
で
も
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
避
難

場
所
の
沿
岸
線
は
、
逆
に
よ
り
重
大
な
リ
ス
ク
に
さ
ら

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
貨
物
移
送
又
は
補
修
が
比
較

的
容
易
に
行
う
こ
と
が
可
能
な
港
湾
又
は
タ
ー
ミ
ナ

ル
に
船
舶
を
収
容
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
検
討
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
避
難
場
所
の
選
択
及

び
利
用
の
決
定
は
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
ま
た
リ

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
基
づ
き
注
意
深
く
検
討
が
行

わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
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9
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
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改
正
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O
ガ
イ
ド
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ン
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で
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。
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こ
の
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う
な
船
舶
を
避
難
場
所
に
収
容
す
る
こ
と

は
ま
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、
損
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に
よ
る
脅
威
に
さ
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れ
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沿
岸
線
の
範
囲
を
極
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化
す
る
意
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で
も
有
効
で
あ

ろ
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し
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し
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が
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難
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選
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刻
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威
に
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ら
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
貨
物
移
送
又
は
補
修
が
比
較
的
容
易
に
行

う
こ
と
が
可
能
な
港
湾
又
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
船
舶
を

収
容
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
避
難
場
所
の
選
択
及
び
利
用

の
決
定
は
、
注
意
深
く
検
討
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
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避
難
場
所
の
利
用
は
、
地
元
の
反
対
に
直
面
し
、
困

難
な
判
断
を
伴
う
可
能
性
が
あ
る
。
沿
岸
国
は
、
安
全

か
つ
効
率
的
な
対
応
及
び
決
定
に
は
証
拠
に
基
づ
く

総
合
的
な
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
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べ
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で
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避
難
場
所
の
利
用
は
、
地
元
の
反
対
に
直
面
し
、
政

治
的
決
断
を
伴
う
可
能
性
が
あ
る
。
沿
岸
国
は
、
事
故

状
況
を
明
確
に
し
た
上
で
、
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る

あ
ら
ゆ
る
調
整
に
お
い
て
十
分
に
議
論
し
た
技
術
的

事
例
が
極
め
て
有
益
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で

あ
る
。
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の
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と
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。
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避
難
場
所
が
認
め
ら
れ
た
船
舶
を
収
容
す
る
国
及

び
港
湾
は
損
傷
船
舶
の
収
容
か
ら
生
じ
る
責
任
に
関

し
、
適
当
な
場
合
に
は
、
迅
速
な
補
償
を
受
け
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
適
切
な
国
際
条
約
、
ま
た
、

可
能
な
場
合
に
は
リ
ス
ク
共
有
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
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国
際
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
特
に

Se
ct

io
n 

1
の

Ap
pe

nd
ix

 1
に
記
述
す
る
条
約

(最
新
分
を
含
む

)が
、

想
定
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
沿
岸
諸
国

(旗
国
及
び
寄

港
国
も
同
様

)及
び
船
舶
が
と
る
行
動
に
つ
い
て
法
的

枠
組
み
を
構
成
す
る
。
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レ
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に
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は
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に
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pe
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 1
に

記
述
す
る
条
約
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正
分
を
含
む

)が
、
想
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れ
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状
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岸
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国
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。
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ou
nd

, 
it 

is
 

ne
ce

ss
ar

y 
to

 
la

y 
do

w
n 

pr
ov

is
io

ns
 

fo
r 

ac
co

m
m

od
at

in
g 

sh
ip

s 
in

 n
ee

d 
of

 a
ss

is
ta

nc
e 

an
d 

se
ek

in
g 

a 
pl

ac
e 

of
 r

ef
ug

e 
in

 o
rd

er
 t

o 
en

su
re

 
th

e 
ha

rm
on

iz
ed

 
an

d 
ef

fe
ct

iv
e 

im
pl

em
en

ta
tio

n 
of

 th
is

 m
ea

su
re

 a
nd

 to
 m

ak
e 

th
em

 m
or

e 
op

er
at

io
na

l i
n 

su
pp

or
tin

g 
St

at
es

, 
sh

ip
s' 

m
as

te
rs

 a
nd

 o
th

er
 p

ar
tie

s 
in

vo
lv

ed
 in

 
m

ee
tin

g 
th

e 
ob

je
ct

iv
es

. 
  
こ
の
背
景
に
対
し
て
、
方
策
の
調
和
し
た
効
果
的
な

実
行
を
確
保
し
、
国
、
船
長
及
び
本
目
的
に
合
致
す
る

そ
の
他
の
関
係
者
を
支
援
す
る
際
に
一
層
の
運
用
に

資
す
る
よ
う
、
避
難
場
所
を
求
め
る
要
支
援
船
舶
の
収

容
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(1
)E

U
提

案
の
趣
旨
・
目
的
を
具
体
化
す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。

 

 
 

1.
3 

 O
bj

ec
tiv

e 
目
的

 
 

 
 

1.
3.

1 
Th

e 
ob

je
ct

iv
e 

is
 t

o 
pr

ov
id

e 
a 

un
ifo

rm
, 

tr
an

sp
ar

en
t p

ro
ce

ss
 le

ad
in

g 
to

 w
el

l-i
nf

or
m

ed
, 

qu
ic

ke
r 

de
ci

si
on

- m
ak

in
g.

 T
hi

s 
w

ill
 b

en
ef

it 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(1
)E

U
提

案
の
趣
旨
・
目
的
、
ま
た
、

(4
)関
係
者
の
明
確
化
を

具
体
化
す
る
。
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St
at

es
, 

sh
ip

s' 
m

as
te

rs
, 

op
er

at
or

s 
an

d/
or

 
sa

lv
or

s 
or

 o
th

er
 p

ar
tie

s 
w

he
re

 a
 s

hi
p 

in
 n

ee
d 

of
 a

ss
is

ta
nc

e 
re

qu
es

ts
 a

 p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e 

in
 th

e 
in

te
re

st
 o

f 
th

e 
pr

ot
ec

tio
n 

of
 h

um
an

 l
ife

, 
m

ar
iti

m
e 

sa
fe

ty
, 

se
cu

ri
ty

 
an

d 
th

e 
en

vi
ro

nm
en

t. 
 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
は
、
情
報
に
基
づ
き

一
層
迅
速
な
意
思
決
定
に
至
る
よ
う
、
統
一
的
か
つ
透

明
性
を
有
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
人
命
並
び
に
海
上
の
安
全
、
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
及
び
環
境
の
保
護
の
た
め
に
要
支
援
船
舶
が
避
難

場
所
を
要
請
す
る
場
合
に
、
国
、
船
長
、
運
航
者
、
サ

ル
バ
ー
、
そ
の
他
の
関
係
者
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

新
規
の
規
定
で
あ
る
。

 

1.
3.

2
 

Th
e 

pr
oc

es
s 

sh
ou

ld
 

pr
om

ot
e 

co
op

er
at

io
n 

an
d 

co
ns

tr
uc

tiv
e 

en
ga

ge
m

en
t 

w
ith

in
 a

nd
 b

et
w

ee
n 

St
at

e 
go

ve
rn

in
g 

bo
di

es
, 

au
th

or
iti

es
 a

nd
 in

du
st

ry
. 

 
 

 
プ
ロ
セ
ス
は
、
国
家
機
関
、
当
局
及
び
産
業
界
内

並
び
に
こ
れ
ら
の
間
に
お
い
て
協
力
及
び
建
設
的
な

実
行
を
促
進
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(1
)E

U
提

案
の
趣
旨
・
目
的
を
具
体
化
す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。

 

 
 

1.
3.

3 
 B

as
ed

 u
po

n 
th

e 
se

rv
ic

es
 r

eq
ui

re
d 

by
 

th
e 

m
as

te
r 

or
 a

ny
 o

th
er

 p
er

so
n 

in
 c

ha
rg

e 
of

 
th

e 
sh

ip
 (e

.g
. s

al
vo

rs
), 

a 
St

at
e 

w
hi

ch
 m

ay
 b

e 
as

ke
d 

to
 p

ro
vi

de
 a

ss
is

ta
nc

e 
sh

ou
ld

 c
on

si
de

r 
de

si
gn

at
in

g 
a 

pl
ac

e 
of

 
re

fu
ge

. 
Th

is
 

is
 

pa
rt

ic
ul

ar
ly

 im
po

rt
an

t 
if 

th
er

e 
is

 a
 r

is
k 

th
at

 
a 

sh
ip

 
w

ill
 

si
nk

 
or

 
gr

ou
nd

 
re

su
lti

ng
 

in
 

en
vi

ro
nm

en
ta

l 
da

m
ag

e 
or

 
a 

na
vi

ga
tio

na
l 

ha
za

rd
. 

 
船
長
又
は
船
舶
に
責
任
を
有
す
る
そ
の
他
の
者

(例
：
サ
ル
バ
ー

)に
よ
り
求
め
ら
れ
る
事
項
を
踏
ま
え
、

支
援
の
提
供
を
要
請
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
国
は
、
避

難
場
所
の
指
定
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

環
境
損
害
又
は
航
行
障
害
に
至
る
可
能
性
の
あ
る
船

舶
の
沈
没
又
は
座
礁
の
リ
ス
ク
が
あ
る
場
合
に
は
、
特

に
重
要
で
あ
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(1
)E

U
提

案
の
趣
旨
・
目
的
を
具
体
化
す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。

 

 
 

1.
3.

4
 

Th
e 

ob
je

ct
iv

e 
is

 a
ls

o 
th

at
 n

at
io

na
l 

pl
an

s 
fo

r t
he

 a
cc

om
m

od
at

io
n 

of
 s

hi
ps

 in
 n

ee
d 

of
 a

ss
is

ta
nc

e 
an

d 
se

ek
in

g 
a 

pl
ac

e 
of

 r
ef

ug
e 

in
cl

ud
e 

pr
oc

ed
ur

es
 

fo
r 

in
te

rn
at

io
na

l 
co

or
di

na
tio

n 
an

d 
de

ci
si

on
- m

ak
in

g 
an

d,
 w

he
re

 
po

ss
ib

le
 

or
 

ap
pr

op
ri

at
e,

 
co

op
er

at
io

n 
in

 
dr

aw
in

g 
up

 c
on

ce
rt

ed
 p

la
ns

 to
 a

cc
om

m
od

at
e 

su
ch

. 
Th

is
 

m
ay

 
be

 
de

si
ra

bl
e,

 
or

 
be

co
m

e 
ne

ce
ss

ar
y, 

fo
r 

re
gi

on
al

 a
re

as
 o

r 
se

a 
ba

si
ns

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(2
)避
難
場

所
に
関
す
る
調
整
及
び
協
力
を
具
体
化
す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。
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sh
ar

ed
 w

ith
 s

ev
er

al
 li

tt
or

al
 S

ta
te

s.
 

 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
ま
た
、
避
難
場
所
を
求
め

る
要
支
援
船
舶
の
収
容
に
係
る
国
の
計
画
が
国
際
的

な
調
整
及
び
意
思
決
定
、
ま
た
可
能
な
場
合
に
は
要
支

援
船
舶
を
収
容
す
る
た
め
の
調
整
計
画
を
策
定
す
る

に
際
し
て
の
協
力
枠
組
み
を
含
む
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
こ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
沿
岸
国
に
よ
っ
て
共
有
さ

れ
る
地
域
的
エ
リ
ア
又
は
沿
岸
域
に
お
い
て
は
、
望
ま

し
く
、
ま
た
、
必
要
と
な
る
。

 
1.

3.
5 

G
ra

nt
in

g 
ac

ce
ss

 t
o 

a 
pl

ac
e 

of
 r

ef
ug

e 
in

vo
lv

es
 a

 d
ec

is
io

n 
w

hi
ch

 c
an

 o
nl

y 
be

 t
ak

en
 

on
 

a 
ca

se
-b

y-
ca

se
 

ba
si

s 
w

ith
 

du
e 

co
ns

id
er

at
io

n 
gi

ve
n 

to
 t

he
 b

al
an

ce
 b

et
w

ee
n 

th
e 

ad
va

nt
ag

e 
fo

r 
th

e 
af

fe
ct

ed
 s

hi
p,

 it
s 

cr
ew

 
an

d 
th

e 
en

vi
ro

nm
en

t r
es

ul
tin

g 
fr

om
 b

ri
ng

in
g 

th
e 

sh
ip

 in
to

 a
 p

la
ce

 o
f r

ef
ug

e 
an

d 
th

e 
ri

sk
 to

 
th

e 
en

vi
ro

nm
en

t 
re

su
lti

ng
 fr

om
 t

ha
t 

sh
ip

, i
f 

it 
is

 n
ot

 g
ra

nt
ed

 a
 p

la
ce

 o
f r

ef
ug

e,
 b

ei
ng

 n
ea

r 
th

e c
oa

st
 or

 if
 it

 is
 ta

ke
n 

or
 or

de
re

d 
aw

ay
 fr

om
 

th
e 

co
as

t. 
 
避
難
場
所
へ
の
入
域
の
承
認
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

避
難
場
所
へ
の
船
舶
の
収
容
に
よ
り
影
響
を
受
け
る

船
舶
、
乗
組
員
及
び
環
境
に
対
す
る
有
効
性
、
並
び
に
、

避
難
場
所
が
認
め
ら
れ
な
い
船
舶
、
沿
岸
域
付
近
に
位

置
す
る
船
舶
、
沿
岸
か
ら
離
れ
沖
合
に
向
け
航
行
す

る
、
あ
る
い
は
、
航
行
を
命
じ
ら
れ
た
船
舶
か
ら
生
じ

る
環
境
に
対
す
る
リ
ス
ク
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
十
分
考

慮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
7
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
7
中

”p
ol

iti
ca

l 
de

ci
si

on
”が
、改
正

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
3.

5
で

は
” d

ec
is

io
n”
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

 
【

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
7】

 
Th

er
ef

or
e,

 g
ra

nt
in

g 
ac

ce
ss

 t
o 

a 
pl

ac
e 

of
 

re
fu

ge
 c

ou
ld

 i
nv

ol
ve

 a
 p

ol
iti

ca
l 

de
ci

si
on

 
w

hi
ch

 c
an

 o
nl

y 
be

 t
ak

en
 o

n 
a 

ca
se

-b
y-

ca
se

 
ba

si
s 

…
 

【
改
正

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
3.

5】
 

G
ra

nt
in

g 
ac

ce
ss

 t
o 

a 
pl

ac
e 

of
 r

ef
ug

e 
in

vo
lv

es
 a

 d
ec

is
io

n 
w

hi
ch

 ca
n 

on
ly

 b
e 

ta
ke

n 
on

 a
 ca

se
-b

y-
ca

se
 b

as
is

 …
 

1.
7 

Th
er

ef
or

e,
 g

ra
nt

in
g 

ac
ce

ss
 t

o 
a 

pl
ac

e 
of

 
re

fu
ge

 co
ul

d 
in

vo
lv

e a
 p

ol
iti

ca
l d

ec
is

io
n 

w
hi

ch
 

ca
n 

on
ly

 b
e t

ak
en

 on
 a

 ca
se

-b
y-

ca
se

 b
as

is
 w

ith
 

du
e 

co
ns

id
er

at
io

n 
gi

ve
n 

to
 

th
e 

ba
la

nc
e 

be
tw

ee
n 

th
e 

ad
va

nt
ag

e 
fo

r 
th

e 
af

fe
ct

ed
 s

hi
p 

an
d 

th
e 

en
vi

ro
nm

en
t r

es
ul

tin
g 

fr
om

 b
ri

ng
in

g 
th

e 
sh

ip
 in

to
 a

 p
la

ce
 o

f r
ef

ug
e 

an
d 

th
e 

ri
sk

 to
 

th
e 

en
vi

ro
nm

en
t 

re
su

lti
ng

 f
ro

m
 t

ha
t 

sh
ip

 
be

in
g 

ne
ar

 th
e 

co
as

t. 
 
こ
の
た
め
、
避
難
場
所
へ
の
入
域
の
承
認
は
ケ
ー
ス

バ
イ
ケ
ー
ス
に
よ
り
政
治
的
判
断
を
伴
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
場
合
、
避
難
場
所
へ
の
船
舶
の
収
容
に
よ

り
影
響
を
受
け
る
船
舶
及
び
環
境
に
対
す
る
有
効
性
、

並
び
に
、
沿
岸
域
付
近
に
位
置
す
る
船
舶
か
ら
生
じ
る

環
境
に
対
す
る
リ
ス
ク
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
十
分
考
慮

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

 

 

1.
4 

 P
ur

po
se

 o
f t

he
 G

ui
de

lin
es

  
IM

O
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
意
図

 
 

 
 

1.
4.

1 
Th

e 
pu

rp
os

e 
of

 t
he

 G
ui

de
lin

es
 i

s 
to

 
pr

ov
id

e 
th

e 
ba

si
s 

of
 

an
 

op
er

at
io

na
l 

fr
am

ew
or

k 
fo

r c
oa

st
al

 S
ta

te
s,

 s
hi

ps
' m

as
te

rs
, 

op
er

at
or

s 
an

d/
or

 s
al

vo
rs

 a
s 

w
el

l 
as

 o
th

er
 

pa
rt

ie
s i

nv
ol

ve
d 

to
 h

an
dl

e a
nd

 ta
ke

 a
 d

ec
is

io
n 

w
he

n 
a 

sh
ip

 is
 in

 n
ee

d 
of

 a
ss

is
ta

nc
e a

nd
 se

ek
s 

a 
pl

ac
e 

of
 re

fu
ge

. 
 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
船
舶
が
要
支
援
状
態
で

あ
る
場
合
、
又
は
、
船
舶
が
避
難
場
所
を
求
め
る
場
合

に
、
こ
の
状
況
に
対
応
し
、
決
定
を
行
う
た
め
に
、
沿

岸
国
、
船
長
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
、
サ
ル
バ
ー
、
そ
の
他

の
関
係
者
に
対
し
、
運
用
上
の
枠
組
み
の
基
本
を
提
供

す
る
こ
と
を
意
図
す
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(1
)E

U
提

案
の
趣
旨
・
目
的
、

(4
)関
係
者
の
明
確
化
を
具
体
化

す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。
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1.
4.

2
 

Su
ch

 
a 

fr
am

ew
or

k 
co

ul
d 

in
vo

lv
e 

es
ta

bl
is

hi
ng

 
an

 
au

th
or

ity
 

in
 

a 
St

at
e,

 
de

pe
nd

in
g 

on
 t

he
 i

nt
er

na
l 

st
ru

ct
ur

e 
of

 t
ha

t 
St

at
e,

 w
hi

ch
 h

as
 r

el
ev

an
t 

ex
pe

rt
is

e 
an

d 
th

e 
ne

ce
ss

ar
y 

po
w

er
s 

to
 

ta
ke

 
in

de
pe

nd
en

t 
de

ci
si

on
s 

as
 r

eg
ar

ds
 th

e 
ac

co
m

m
od

at
io

n 
of

 a
 

sh
ip

 in
 a

 p
la

ce
 of

 re
fu

ge
 –

 h
er

ei
na

fte
r r

ef
er

re
d 

to
 a

s 
a 

co
m

pe
te

nt
 a

ut
ho

ri
ty

 (C
A)

. 
 
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
は
、
国
内
の
一
定
の
当
局
の

設
定
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
そ
の
国
の
内
部
機

構
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
局
は
要
支
援
船

舶
の
避
難
場
所
へ
の
収
容
に
関
す
る
独
立
し
た
決
定

を
行
う
た
め
に
関
連
す
る
専
門
性
及
び
必
要
な
権
限

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
当
局
を
権
限
あ

る
当
局
と
い
う
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(3
)国
の

1
つ
の
権
限
あ
る
当
局
の
指
定
を
具
体
化
す
る
。

 
EU
ガ
イ
ド
ラ
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ン

Ba
ck

gr
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nd
、

1.
1
加
盟
国

の
責
任
、

1.
1.

1
加
盟
国
の
権
限
あ
る
当
局
、
船
舶
通

航
監
視
指
令
第

20
条

(要
支
援
船
舶
の
収
容
に
関
す

る
権
限
あ
る
当
局

)1
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
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 Ba

ck
gr

ou
nd

 
20

09
年
以
降
、
船
舶
通
航
監
視
指
令
に
基
づ
き
、

EU
加
盟
国
は
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
際
し
、
要
支
援

船
舶
の
収
容
に
係
る
自
ら
の
考
え
に
基
づ
き
独
立
し

た
決
定
を
行
う
た
め
に
、
必
要
な
専
門
性
及
び
権
限
を

有
す
る

1
つ
あ
る
い
は
複
数
の
権
限
あ
る
当
局
」
を
指

定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 1.
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 1.

1 
加
盟
国
の
責
任

 
各
加
盟
国
は
以
下
の
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 
●
 
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
際
し
、
要
支
援
船
舶
の
収
容

に
係
る
自
ら
の
考
え
に
基
づ
き
独
立
し
た
決
定
を
行

う
た
め
に
、
必
要
な
専
門
性
及
び
権
限
を
有
す
る

1
つ

あ
る
い
は
複
数
の
権
限
あ
る
当
局
を
指
定
す
る
こ
と
。

 
1.

1.
1 
加
盟
国
の
権
限
あ
る
当
局

 
以
下
の
事
項
の
責
任
を
有
す
る
。

 
●

 
特
定
の
要
支
援
船
舶
に
係
る
避
難
場
所
の
必
要

性
及
び
そ
の
位
置
に
つ
い
て
独
立
し
た
決
定
を
行
う

こ
と
。

 
 D

ir
ec

tiv
e 

20
09

/1
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EC
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th
e 

Eu
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pe
an

 
Pa
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m
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il 
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3 
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l 
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 船
舶
通
航
監
視
指
令
第

20
条

(要
支
援
船
舶
の
収
容
に

関
す
る
権
限
あ
る
当
局

) 
1.
 
加
盟
国
は
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
際
し
、
要
支
援

船
舶
の
収
容
に
係
る
自
ら
の
考
え
に
基
づ
き
独
立
し

た
決
定
を
行
う
た
め
に
、
必
要
な
専
門
性
及
び
権
限
を

有
す
る

1
つ
あ
る
い
は
複
数
の
権
限
あ
る
当
局
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
1.

4.
3 
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ef
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th
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G
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de
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es
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d 

al
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is

 
ex

pe
ct

ed
 

of
 

th
em

, 
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ud
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g 
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d 
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es
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d 
in
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rm
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io

n 
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w
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to
 b

e 
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ed
. 

 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
権
限

あ
る
当
局
の
対
応
に
資
す
る
よ
う
、
避
難
場
所
を
要
請

す
る
要
支
援
船
舶
に
効
果
的
に
対
応
す
る
た
め
の
方

策
等
に
係
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ガ
イ

ダ
ン
ス
は
、
避
難
場
所
に
お
い
て
船
長
が
必
要
と
す
る

サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
を
明
確
に
特
定
す
る
に
際
し
船

長
を
支
援
す
る
た
め
に
、
船
長
に
対
し
て
も
提
供
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

船
長
に
期
待
さ
れ
る
事
項
、
示
唆
さ
れ
た
手
続
き
及
び

情
報
フ
ロ
ー
を
含
む
船
長
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
も

含
む
べ
き
で
あ
る
。

 

新
規
の
規
定
で
あ
る
。
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M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(4
)関
係
者

の
明
確
化
を
具
体
化
す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
避
難
場
所
を
求
め
る
要
支
援
船
舶

に
対
応
す
る
場
合
に
は
通
常
、
旗
国
、
サ
ル
バ
ー
、
船

級
協
会
及
び
保
険
者
の
よ
う
な
関
係
者
の
関
与
が
必

要
で
あ
る
。
こ
の
た
め

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
こ

の
よ
う
な
関
係
者
に
対
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
含
む
も

の
と
す
る
。
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IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
た
だ

1
つ
の
権
限
あ
る

当
局
が
関
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、

1
つ
以
上
の
管
轄
に

関
係
す
る
、
又
は
、
関
係
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に

も
対
応
す
る
。
こ
の
た
め
、

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
全
体

に
お
い
て
、
避
難
場
所
を
求
め
る
支
援
を
必
要
と
す
る

船
舶
の
評
価
を
実
施
す
る
に
際
し
、
沿
岸
国
が
関
係
す

る
状
況
に
従
い
、
共
通
す
る
枠
組
み
に
係
る
地
域
的
な

協
力
及
び
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
設
定
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
こ
れ
に
は
適
当
な
場
合
に

は
、
調
整
し
た
行
動
を
と
り
、
計
画
を
実
行
に
移
す
こ

と
を
含
ん
で
い
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(2
)避
難
場

所
に
関
す
る
調
整
及
び
協
力
を
具
体
化
す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。
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あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
加
盟
国
、
船
長
、
会
社
、

サ
ル
バ
ー
及
び
他
の
関
係
者
は
効
果
的
に
対
応
す
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
対
応
は
相
互
に

補
完
的
で
あ
り
、
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、
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係
者
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明
確
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す
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。
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す
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。

 
   

1.
12

 
Th

e 
pu

rp
os

e 
of

 t
he

se
 G

ui
de

lin
es

 is
 t

o 
pr

ov
id

e 
M

em
be

r 
G

ov
er

nm
en

ts
, s

hi
pm

as
te

rs
, 

co
m

pa
ni

es
1 

(p
ar

tic
ul

ar
ly

 in
 c

on
ne

ct
io

n 
w

ith
 

th
e 

IS
M

 
Co

de
 

an
d 

pr
oc

ed
ur

es
 

ar
is

in
g 

th
er

ef
ro

m
), 

an
d 

sa
lv

or
s 

w
ith

 a
 f

ra
m

ew
or

k 
en

ab
lin

g 
th

em
 t

o 
re

sp
on

d 
ef

fe
ct

iv
el

y 
an

d 
in

 
su

ch
 a

 w
ay

 t
ha

t, 
in

 a
ny

 g
iv

en
 s

itu
at

io
n,

 t
he

 
ef

fo
rt

s 
of

 
th

e 
sh

ip
m

as
te

r 
an

d 
sh

ip
pi

ng
 

co
m

pa
ny

 c
on

ce
rn

ed
 a

nd
 t

he
 e

ffo
rt

s 
of

 t
he

 
go

ve
rn

m
en

t 
au

th
or

iti
es

 
in

vo
lv

ed
 

ar
e 

co
m

pl
em

en
ta

ry
. 

In
 p

ar
tic

ul
ar

, 
an

 a
tt

em
pt

 
ha

s 
be

en
 

m
ad

e 
to

 
ar

ri
ve

 
at

 
a 

co
m

m
on

 
fr

am
ew

or
k 

fo
r 

as
se

ss
in

g 
th

e 
si

tu
at

io
n 

of
 

 

－ 74 －－ 74 －

　　船舶の避難場所に関する研究
74－  －改正IMOガイドラインの検討（１）－



sh
ip

s 
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d 
of

 a
ss

is
ta
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e.

 
 
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
加
盟
国
政
府
、
船
長
、
会
社

(特
に

IS
M
コ
ー
ド
及
び
こ
れ
に
係
る
手
続
き
に
関
係

す
る

)及
び
サ
ル
バ
ー
に
対
し
、
効
果
的
に
対
応
す
る

枠
組
み
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お

い
て
、
船
長
及
び
関
係
船
会
社
並
び
に
関
係
政
府
当
局

の
対
応
が
補
完
的
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
も
の
で

あ
る
。
特
に
、
要
支
援
船
舶
の
状
況
を
評
価
す
る
た
め

の
共
通
的
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い

る
。

 
en
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ri

ng
 th

at
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he
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g 
fo

r t
ha

t r
eq

ue
st

. 
 1
つ
の
権
限
あ
る
当
局
が
状
況
を
管
理
し
避
難
場
所
に

係
る
要
請
を
認
め
る
立
場
に
な
い
場
合
に
は
、
別
の
権

限
あ
る
当
局
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
要
請
に
係
る
意
思
決

定
を
引
き
継
ぐ
よ
う
準
備
を
行
う
べ
き
こ
と
を
確
保

す
る
も
の
で
あ
る
。

 

M
SC

10
0－

EU
提
案
の
方
向
性
中
、

(5
)対
応
プ

ロ
セ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
報
告
手
続
を

具
体
化
す
る
。

 
新
規
の
規
定
で
あ
る
。

 

 
 

1.
4.

7 
W

he
re

 a
 s

hi
p 

is
 in

 n
ee

d 
of

 a
ss

is
ta

nc
e 

an
d 

is
 re

qu
es

tin
g 

a 
pl

ac
e 

of
 re

fu
ge

, b
ut

 sa
fe

ty
 

of
 li

fe
 is

 n
ot

 in
vo

lv
ed

, t
he

 G
ui

de
lin

es
 s

ho
ul

d 
be

 fo
llo

w
ed

. 
 
船
舶
が
支
援
を
必
要
と
し
避
難
場
所
を
求
め
、
人
命

の
安
全
が
関
連
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

IM
O
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
1
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
 

1.
1 

W
he

re
 th

e 
sa

fe
ty

 o
f l

ife
 is

 in
vo

lv
ed

, t
he

 
pr

ov
is

io
ns

 o
f t

he
 S

AR
 C

on
ve

nt
io

n 
sh

ou
ld

 b
e 

fo
llo

w
ed

. W
he

re
 a

 sh
ip

 is
 in

 n
ee

d 
of

 a
ss

is
ta

nc
e 

bu
t 

sa
fe

ty
 

of
 

lif
e 

is
 

no
t 

in
vo

lv
ed

, 
th

es
e 

gu
id

el
in

es
 s

ho
ul

d 
be

 fo
llo

w
ed

. 
 
人
命
の
安
全
が
関
連
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

19
79

年
の
海
上
に
お
け
る
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
国
際

条
約

(S
AR
条
約

)の
規
定
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
船
舶

が
支
援
を
必
要
と
し
、
人
命
の
安
全
が
関
連
し
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
べ
き
で
あ

る
。

 

 

Th
e 

G
ui

de
lin

es
 d

o 
no

t 
ad

dr
es

s 
th

e 
is

su
e 

of
 

op
er

at
io

ns
 fo

r t
he

 re
sc

ue
 o

f p
er

so
ns

 a
t s

ea
. 

 
IM

O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
海
上
に
お
け
る
人
命
の

救
助
に
関
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
取
り
扱

う
も
の
で
は
な
い
。

 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
13
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
 

1.
13

 
Th

es
e 

G
ui

de
lin

es
 d

o 
no

t 
ad

dr
es

s 
th

e 
is

su
e 

of
 o

pe
ra

tio
ns

 fo
r 

th
e 

re
sc

ue
 o

f p
er

so
ns

 
at

 s
ea

, i
na

sm
uc

h 
as

 t
he

 p
ra

ct
ic

al
 d

iff
ic

ul
tie

s 
th

at
 h

av
e 

gi
ve

n 
ri

se
 to

 th
e 

ex
am

in
at

io
n 

of
 th

e 
is

su
e 

of
 p

la
ce

s 
of

 r
ef

ug
e 

re
la

te
 t

o 
pr

ob
le

m
s 

ot
he

r t
ha

n 
th

os
e o

f r
es

cu
e.

 T
w

o s
itu

at
io

ns
 ca

n 
ar

is
e:

 
- 

th
e 

sh
ip

, 
ac

co
rd

in
g 

to
 

th
e 

m
as

te
r’s

 
as

se
ss

m
en

t, 
is

 in
 n

ee
d 

of
 a

ss
is

ta
nc

e 
bu

t 
no

t 
in

 a
 d

is
tr

es
s 

si
tu

at
io

n 
(a

bo
ut

 t
o 

si
nk

, 
fir

e 
de

ve
lo

pi
ng

, e
tc

.) 
th

at
 re

qu
ir

es
 th

e 
ev

ac
ua

tio
n 

of
 th

os
e 

on
 b

oa
rd

; o
r 

- t
ho

se
 o

n 
bo

ar
d 

ha
ve

 a
lr

ea
dy

 b
ee

n 
re

sc
ue

d,
 

w
ith

 th
e 

po
ss

ib
le

 e
xc

ep
tio

n 
of

 th
os

e 
w

ho
 h

av
e 
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st
ay

ed
 o

n 
bo

ar
d 

or
 h

av
e 

be
en

 p
la

ce
d 

on
 b

oa
rd

 
in

 a
n 

at
te

m
pt

 to
 d

ea
l w

ith
 th

e s
itu

at
io

n 
of

 th
e 

sh
ip

. 
 
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
海
上
に
お
け
る
人
命
の
救
助

に
関
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
取
り
扱
う
も

の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
避
難
場
所
の
評
価
に
関
係
す
る

実
際
的
な
問
題
が
人
命
救
助
活
動
以
外
の
事
項
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
次
の

2
つ
の
状
況
が
想
定
さ

れ
る
。

 
－
 
船
長
の
評
価
に
よ
り
、
船
舶
に
つ
い
て
支
援
を
必

要
と
す
る
状
況
に
あ
る
も
の
の
、
乗
組
員
等
の
避
難
を

要
す
る
よ
う
な
遭
難
状
況

(沈
没
、
火
災
発
生
の
危
険

性
)に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

 
－

 
船
舶
の
状
況
に
対
応
す
る
措
置
を
実
施
す
る
た

め
に
在
船
し
、
又
は
派
遣
さ
れ
た
者
を
除
き
、
乗
組
員

等
は
既
に
救
助
さ
れ
て
い
る
。

 
1.

4.
8 

If
, h

ow
ev

er
, i

n 
an

 e
vo

lv
in

g 
si

tu
at

io
n,

 
th

e 
pe

rs
on

s 
on

 b
oa

rd
 f

in
d 

th
em

se
lv

es
 i

n 
di

st
re

ss
, 

th
e 

ru
le

s 
ap

pl
ic

ab
le

 
to

 
re

sc
ue

 
op

er
at

io
ns

 
un

de
r 

th
e 

In
te

rn
at

io
na

l 
Co

nv
en

tio
n 

on
 M

ar
iti

m
e 

Se
ar

ch
 a

nd
 R

es
cu

e,
 

19
79

 (
SA

R 
Co

nv
en

tio
n)

, 
th

e 
In

te
rn

at
io

na
l 

Ae
ro

na
ut

ic
al

 
an

d 
M

ar
iti

m
e 

Se
ar

ch
 

an
d 

Re
sc

ue
 (

IA
M

SA
R)

 M
an

ua
l 

an
d 

do
cu

m
en

ts
 

ar
is

in
g 

th
er

ef
ro

m
 

ha
ve

 
pr

io
ri

ty
 

ov
er

 
th

e 
G

ui
de

lin
es

 
(a

nd
 

pr
oc

ed
ur

es
 

ar
is

in
g 

th
er

ef
ro

m
). 

 
し
か
し
な
が
ら
状
況
が
進
展
し
、
乗
船
者
自
身
が
遭

難
の
状
況
に
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、

19
79
年

の
海
上
に
お
け
る
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
国
際
条

約
(S

AR
条
約

)、
国
際
航
空
・
海
上
捜
索
マ
ニ
ュ
ア
ル

(IA
M

SA
R
マ
ニ
ュ
ア
ル

)及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
書

類
が

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(及
び
関
連
手
続
き

)に
優

先
す
る
こ
と
に
な
る
。

 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
14
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
 

1.
14

 
If,

 h
ow

ev
er

, i
n 

an
 e

vo
lv

in
g 

si
tu

at
io

n,
 

th
e 

pe
rs

on
s 

on
 b

oa
rd

 f
in

d 
th

em
se

lv
es

 i
n 

di
st

re
ss

, 
th

e 
ru

le
s 

ap
pl

ic
ab

le
 

to
 

re
sc

ue
 

op
er

at
io

ns
 u

nd
er

 t
he

 S
AR

 C
on

ve
nt

io
n,

 t
he

 
IA

M
SA

R 
M

an
ua

l 
an

d 
do

cu
m

en
ts

 
ar

is
in

g 
 

th
er

ef
ro

m
 h

av
e 

pr
io

ri
ty

  
ov

er
  

th
e 

 p
re

se
nt

  
G

ui
de

lin
es

 
(a

nd
 

pr
oc

ed
ur

es
 

ar
is

in
g 

he
re

fr
om

). 
 
し
か
し
な
が
ら
状
況
が
進
展
し
、
乗
船
者
自
身
が
遭

難
の
状
況
に
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、

19
79
年

の
海
上
に
お
け
る
捜
索
及
び
救
助
に
関
す
る
国
際
条

約
(S

AR
条
約

)、
国
際
航
空
・
海
上
捜
索
マ
ニ
ュ
ア
ル

(IA
M

SA
R
マ
ニ
ュ
ア
ル

)及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
書

類
が
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(及
び
関
連
手
続
き

)に
優
先
す

る
こ
と
に
な
る
。

 

 

1.
4.

9 
Ev

en
 w

he
re

 a
 si

tu
at

io
n 

do
es

 n
ot

 e
nt

ai
l 

a 
re

sc
ue

 o
pe

ra
tio

n,
 a

s 
de

fin
ed

 i
n 

th
e 

SA
R 

Co
nv

en
tio

n,
 t

he
 s

af
et

y 
of

 p
er

so
ns

 h
as

 t
o 

be
 

co
ns

ta
nt

ly
 b

or
ne

 in
 m

in
d 

in
 th

e a
pp

lic
at

io
n 

of
 

th
e 

G
ui

de
lin

es
. 

 
19

79
年
の
海
上
に
お
け
る
捜
索
及
び
救
助
に
関
す

る
国
際
条
約

(S
AR
条
約

)で
定
義
さ
れ
る
「
救
助
」
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
わ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

IM
O

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
常
に
人
命
の

安
全
に
つ
い
て
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
16
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
 

1.
16

 
Ev

en
 t

ho
ug

h 
a 

re
sc

ue
. 

op
er

at
io

n,
 a

s 
de

fin
ed

 i
n 

th
e 

In
te

rn
at

io
na

l 
Co

nv
en

tio
n 

on
 

M
ar

iti
m

e 
Se

ar
ch

 a
nd

 R
es

cu
e 

(S
AR

) i
s n

ot
 th

e 
ca

se
, t

he
 s

af
et

y 
of

 p
er

so
ns

 m
us

t n
ev

er
th

el
es

s 
be

 
co

ns
ta

nt
ly

 
bo

rn
e 

in
 

m
in

d 
in

 
th

e 
ap

pl
ic

at
io

n 
of

 t
he

se
 G

ui
de

lin
es

, p
ar

tic
ul

ar
ly

 
in

 tw
o 

re
sp

ec
ts

: 
- i

f 
th

e 
sh

ip
 p

os
es

 a
 r

is
k 

(e
xp

lo
si

on
, s

er
io

us
 

po
llu

tio
n,

 e
tc

.) 
to

 th
e 

lif
e 

of
 p

er
so

ns
 in

 
th

e 
vi

ci
ni

ty
 (

cr
ew

s 
of

 s
al

va
ge

 v
es

se
ls

, 
po

rt
 

w
or

ke
rs

, i
nh

ab
ita

nt
s o

f t
he

 co
as

ta
l a

re
a,

 et
c.)

; 
- i

f p
er

so
ns

 v
ol

un
ta

ri
ly

 s
ta

y 
(m

as
te

r, 
et

c.)
 o

r 
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go
 (f

ir
e-

fig
ht

er
s 

an
d 

ot
he

r 
ex

pe
rt

s,
 p

er
so

nn
el

 
of

 m
ar

in
e 

sa
lv

ag
e 

or
 to

w
ag

e 
co

m
pa

ni
es

, e
tc

.) 
on

 
bo

ar
d 

to
 

at
te

m
pt

 
to

 
ov

er
co

m
e 

th
e 

di
ffi

cu
lti

es
 e

xp
er

ie
nc

ed
 b

y 
th

e 
sh

ip
. 

 SA
R
条
約
で
定
義
さ
れ
る
「
救
助
」
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
事
案
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
常
に
人
命
の
安
全
に
つ
い

て
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
次
の
点
に

つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
－

 
船
舶
が
付
近
の
人
命

(サ
ル
ベ
ー
ジ
船
舶
の
乗
組

員
、
港
湾
関
係
者
、
沿
岸
域
の
住
民
等

)に
対
し
危
険

(爆
発
、
重
大
な
汚
染
等

)を
及
ぼ
す
可
能
性
の
有
無

 
－

 
船
舶
に
よ
り
発
生
す
る
困
難
な
状
況
に
対
処
す

る
た
め
に
自
発
的
に
在
船
す
る
者

(船
長
等

)又
は
船
舶

に
赴
く
者

(消
防
士
、
サ
ル
バ
ー
、
曳
船
会
社
等
の
他
の

専
門
家

)の
有
無

 
1.

4.
10

 
In

 a
ny

 c
as

e,
 th

e 
co

m
pe

te
nt

 m
ar

iti
m

e 
as

si
st

an
ce

 s
er

vi
ce

 (
M

AS
) 

/ 
m

ar
iti

m
e 

re
sc

ue
 

co
or

di
na

tio
n 

ce
nt

re
 

(M
RC

C)
 

sh
ou

ld
 

be
 

in
fo

rm
ed

 a
bo

ut
 a

ny
 s

itu
at

io
n 

w
hi

ch
 m

ay
 

de
ve

lo
p 

in
to

 a
n 

SA
R 

in
ci

de
nt

. 
 
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
権
限
あ
る
海
事
支
援
サ

ー
ビ
ス

(M
AS
：

M
ar

iti
m

e 
As

si
st

an
ce

 S
er

vi
ce

s)
／
救
助
調
整
本
部

(M
RC

C：
M

ar
iti

m
e R

es
cu

e C
o-

or
di

na
tio

n 
Ce

nt
re

)に
対
し
、
捜
索
救
助
事
案
に
至

る
可
能
性
の
あ
る
状
況
に
つ
い
て
通
報
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

 

IM
O
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

1.
15
を
モ
デ
ル
と
す
る
。

 
海
事
支
援
サ
ー
ビ
ス

(M
AS
：

M
ar

iti
m

e 
As

si
st

an
ce

 S
er

vi
ce

s)
を
追
加
し
て
い
る
。

 

1.
15

 
In

 a
ny

 c
as

e 
th

e 
co

m
pe

te
nt

 M
RC

C 
sh

ou
ld

 b
e i

nf
or

m
ed

 a
bo

ut
 a

ny
 si

tu
at

io
n 

w
hi

ch
 

m
ay

 d
ev

el
op

 in
to

 a
 S

AR
 in

ci
de

nt
. 

 
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
権
限
あ
る
救
助
調
整
本

部
(M

RC
C
：

M
ar

iti
m

e 
Re

sc
ue

 C
o-

or
di

na
tio

n 
Ce

nt
re

)に
対
し
、
捜
索
救
助
事
案
に
至
る
可
能
性
の

あ
る
状
況
に
つ
い
て
通
報
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

 

Re
so

lu
tio

n 
A.

95
0(

23
) 

re
co

m
m

en
ds

 
th

at
 

co
as

ta
l S

ta
te

s 
es

ta
bl

is
h 

a 
M

AS
. T

hi
s 

se
rv

ic
e 

co
ul

d 
"b

e 
di

sc
ha

rg
ed

 
by

 
an

 
ex

is
tin

g 
or

ga
ni

za
tio

n,
 

pr
ef

er
ab

ly
 

an
 

M
RC

C"
, 

bu
t 

re
so

lu
tio

n 
A.

95
0(

23
) a

ls
o 

re
co

gn
iz

es
 th

at
 "t

he
 

es
ta

bl
is

hm
en

t 
of

 
a 

M
AS

 
sh

ou
ld

 
no

t 
ne

ce
ss

ar
ily

 e
nt

ai
l 

th
e 

se
tt

in
g 

up
 o

f 
a 

ne
w

 
or

ga
ni

za
tio

n"
, 

th
er

eb
y 

gi
vi

ng
 c

on
si

de
ra

tio
n 

to
 co

as
ta

l S
ta

te
s' 

in
te

rn
al

 a
rr

an
ge

m
en

ts
. 

 
IM

O
総
会
決
議

A.
95

0(
23

)は
、
沿
岸
国
が

M
AS

を
設
置
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
こ
の

M
AS
の
機
能

は
現
存
す
る
組
織
に
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

M
RC

C
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

IM
O

総
会
決
議

A.
95

0(
23

)は
ま
た
、

M
AS
の
設
置
は
新
た

な
組
織
の
設
置
を
必
要
と
す
る
も
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又
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又
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ー
の
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援
を
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す
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。
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す
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は
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有
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 船
長

 
船
長
は
、
以
下
の
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
●

 
(最
も
近
接
し
た
沿
岸
国
の

)権
限
あ
る
当
局
に
対

し
、
可
及
的
速
や
か
に
少
な
く
と
も
以
下
の
内
容
を
含

む
事
故
報
告
を
発
出
し
、
事
故
の
通
報
を
行
う
こ
と
。

(1
)船
舶
の
特
性
、

(2
)船
舶
の
位
置
、

(3
)仕
出
港
、

(4
)

目
的
港
、

(5
)積
載
貨
物
の
情
報
、

(6
)積
載
さ
れ
た
油
及

び
危
険
貨
物
に
つ
い
て
の
追
加
的
情
報
を
得
る
こ
と

の
で
き
る
連
絡
先
、

(7
)積
載
燃
料
油
の
量
、
場
所
及
び

種
類
、

(8
) 
乗
船
者
の
人
数
、

(9
)事
故
の
詳
細

 
●
 

IS
M
コ
ー
ド
に
従
い
、
船
舶
所
有
者
又
は
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
に
事
故
の
通
報
を
行
う
。

 
●
 
権
限
あ
る
当
局
と
十
分
に
協
力
す
る
こ
と
。

 
●
 
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
要
請
さ
れ
、
又
は
、
関
連

す
る
情
報
を
通
知
す
る
こ
と
。
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権
限
あ
る
当
局
に
対
し
要
請
さ
れ
、
又
は
、
関
連

す
る
情
報
を
通
知
す
る
こ
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。
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is
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ss

; 
 船
長
は
、

 (
必
要
な
場
合
に
は
会
社
及
び
／
又
は
サ

ル
バ
ー
の
支
援
を
得
て

)以
下
の
事
項
に
つ
い
て
責
任

を
有
す
る
。

 
.1
 

 状
況
を
評
価
し
、
船
舶
が
支
援
を
要
す
る
理
由

を
特
定
す
る
こ
と
。

 
.2
 

 (
状
況
発
生
時
の
船
長
の
最
大
の
能
力
及
び
知
識

に
よ
り

)リ
ス
ク
、
脅
威
及
び
特
定
さ
れ
た
危
険
性
の

分
析
を
実
施
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
特
に
次
の
事
項
に
つ

い
て
検
討
を
行
う
。

 
.1
 
火
災

 
.2
 
爆
発

 
.3
 
船
舶
に
対
す
る
損
害

(機
械
的
及
び
／
又
は
船

体
損
傷
を
含
む

) 
.4
 
衝
突

 
.5
 
汚
染

 
.6
 
船
舶
の
安
定
性
の
阻
害

 
.7
 
座
礁
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用
さ
れ
る
場
合
に
は
本
プ
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の
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、
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n 

3、
Ap
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ix
 2
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
分
析

の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
検
討
さ
れ
る
。
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ラ
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1
船
長
を
モ
デ
ル
と
す
る
。
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ng
. 

 
避
難
場
所
の
提
供
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
評
価
に
係

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 
 
パ
ラ
グ
ラ
フ

3.
9
に
規
定
す
る
要
素
に
加
え
、
パ
ラ

グ
ラ
フ

3.
4～

3.
8
に
規
定
す
る
分
析
を
実
施
す
る
場

合
に
は
、
下
記
事
項
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

 
1 
事
故
の
特
定

 
－
 
火
災

 
－
 
爆
発

 
－

 
船
舶
に
対
す
る
損
傷

(機
械
及
び
／
又
は
構
造
上

の
故
障
を
含
む

) 
－
 
衝
突

 
－
 
汚
染

 
－
 
船
舶
安
定
性
の
喪
失

 
－
 
座
礁
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2.
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 船
長

 
船
長
は
、

(会
社
及
び
／
又
は
必
要
な
場
合
に
は
サ

ル
バ
ー
の
支
援
を
得
て

)以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
べ

き
で
あ
る
。

 
●
 
状
況
を
評
価
し
、
船
舶
が
支
援
を
必
要
と
す
る
理

由
を
特
定
す
る
こ
と
。

 
●
 

(一
例
と
し
て
、
火
災
、
爆
発
、
座
礁
等
か
ら
生
じ

る
)脅
威
の
評
価
を
行
う
こ
と
。
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r 

 
.4

 b
e 

ta
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n 
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t t
o 

se
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 .3
 
船
舶
が
以
下
の
行
動
を
と
る
場
合
の
事
故
の
進

展
を
予
測
す
る
こ
と
。

 
.1
 
船
舶
が
同
様
の
状
況
に
留
ま
る
。

 
.2
 
船
舶
が
航
海
を
継
続
す
る
。

 
.3
 
船
舶
が
避
難
場
所
に
到
達
す
る
。
又
は
、

 
.4
 
船
舶
を
沖
出
し
す
る
。
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前
記
パ
ラ
グ
ラ
フ

2.
1
の
状
況
評
価
を
経
て
、
船
長

は
、
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
会
社
及
び
／
又
は

サ
ル
バ
ー
の
支
援
を
得
て
、
次
の
想
定
に
係
る
事
故
の

進
行
可
能
性
を
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
保
有
す
る
事
故
評
価
要
素
並
び
に
船
舶
上
の
貨

物
及
び
燃
料
油
を
考
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。
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船
舶
が
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況
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ま
る
可
能
性
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可
能
性
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場
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は
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 船
長

 
船
長
は
、

(会
社
及
び
／
又
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必
要
な
場
合
に
は
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ル
バ
ー
の
支
援
を
得
て

)以
下
の
事
項
を
実
施
す
べ
き

で
あ
る
。

 
●
 
船
舶
の
以
下
の
可
能
性
を
想
定
し
、
事
故
の
進
展

を
評
価
す
る
。

 
➢

 
船
舶
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の
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況
に
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ま
る
。

 
➢

 
船
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海
を
継
続
す
る
。
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を
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出
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す
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 .4

  
発
生
し
た
状
況
に
伴
う
危
険
を
克
服
す
る
た
め

に
沿
岸
国
か
ら
の
必
要
と
さ
れ
る
支
援
を
特
定
す
る

こ
と
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、
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照
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船
舶
が
船
上
で
の

ER
S
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か

ど
う
か
を
権
限
あ
る
当
局
に
通
報
し
、
関
連
す
る
連
絡

先
の
詳
細
、
行
動
の
状
態
及
び
契
約
関
係
者
の
詳
細
を

利
用
可
能
に
す
る
こ
と
。
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故
状
況
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最
小
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た
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関
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 船
長

 
船
長

(及
び
／
又
は
、
サ
ル
バ
ー

)は
以
下
の
事
項
を

実
施
す
べ
き
で
あ
る

(更
に
、
避
難
場
所
要
請
に
つ
い

て
記
載
す
る
第

4
章
を
参
照

)。
 

●
 
発
生
し
た
状
況
に
伴
う
危
険
を
克
服
す
る
た
め

に
沿
岸
国
か
ら
の
必
要
と
さ
れ
る
支
援
を
特
定
す
る

こ
と
。

 
●

 
事
故
状
況
の
影
響
を
最
小
化
す
る
た
め
に
関
係

す
る
対
応
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。
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　　船舶の避難場所に関する研究
86－  －改正IMOガイドラインの検討（１）－
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